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入札説明書 

 
１．発注者 
 東京都農業共済組合 組合長理事 澤井 保人 

 
２．調達内容 
（１）件名    業務用ＰＣ１１台の調達（賃貸借） 

        
（２）内容等   仕様書のとおり 

 
（３）履行期限  仕様書のとおり 

 
（４）履行場所  仕様書のとおり 

 
３．競争参加者に必要な資格に関する事項 
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」とい

う。）第７０条の規定に該当しない者であること。 

 
（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

 
（３）官公署から指名停止を受けていない者であること。 

 
４．入札説明会 
入札説明会は、入札説明書の交付をもって代える。 

 
５．入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 
 日本語及び日本国通貨に限る。 

 
６．入札保証金及び契約保証金 
 免除とする。 

 
７． 意思表明書類の作成・提出 

この入札に参加を希望する者はその意思表明として、次の（１）から（２）

までに掲げる書類を作成し、期日までに提出しなければならない。また、こ

れら書類の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。 

 



（１）誓約書 
上記３（１）から（２）までについて誓約するための書類として、別記

様式第１号により作成しなければならない。 

 
（２）契約に係る指名停止等に関する申立書 

上記３（３）を証明するための書類として、別記様式第２号により作成

しなければならない。 

 
（３）意思表明書類の提出方法 

入札者は、上記の書類を正副１部ずつ提出しなければならない。 

 
（４）意思表明書類の提出期限 

令和６年１２月２日（月） 午後５時迄 

 
（５）意思表明書類の提出場所  

〒１８４‐０００４ 
東京都小金井市本町６丁目９番３５号 
東京都農業共済組合 総務課 

 
８．入札方法 
（１）入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならな

い。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、担当職員に説

明を求めることができる。ただし、入札書の提出後は、これらの不明を理

由として異議を申し立てることはできない。 

 
（２）落札者の決定は最低価格落札方式をもって行う。 

 
（３）入札者の入札金額は、役務費用の他、保険料及び関税等指定する納入場

所での引き渡しまでに要する一切の費用を含むものとする。 

 
（４）月額リース料に５年リース期間のリース総月数を乗じたリース料の総額

をもって入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１



０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 
（５）入札書の提出方法 
  １）入札者は、入札書を二重封筒に入れ、提出しなければならない。 
  ２）入札書は、別記様式第３号により作成し、中封筒に入れ、その封皮に

氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「業務用ＰＣ１１台の調

達（賃貸借）の入札書在中）」と記述し、郵便（書留郵便に限る。）また

は本組合事務所持参により提出すること。 
３）入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることが

できない。 

 
（６）代理人による入札 

１）代理人が入札する場合には、委任状を別記様式第４号により作成し、

入札時に提出しなければならない。 
２）入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理

人を兼ねることができない。 

 
（７）入札書等の提出期限 
  令和６年１２月２日（月）午後５時迄 

 
（８）入札書等の提出場所 

〒１８４‐０００４ 
東京都小金井市本町６丁目９番３５号 
東京都農業共済組合 総務課 

 
９．入札の無効 
 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 
（１）入札公告及び前記３（「競争参加者に必要な資格に関する事項」参照）に

示した競争参加資格のない者が提出した入札書 

 
（２）委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

 
（３）金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入

札書 

 
（４）誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書 



 
（５）明らかに連合によると認められる入札書 

 
（６）明らかに錯誤と認められる入札書 

 
（７）同一の入札において、２通以上提出された入札書 

 
（８）入札公告に示した日時までに到着しない入札書 

 
（９）入札者に係る資格審査が入札時までに終了しないとき又は資格を有する

と認められなかったときの入札書 

 
（１０）入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

 
１０．入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公

正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延

期し、又はこれを取り止めることがある。 

 
１１．開札 
（１）開札の日時及び場所 
 令和６年１２月３日（火）午前１０時 
 東京都小金井市本町６丁目９番３５号 
 NOSAI 会館 ３階会議室 

 
（２）開札 
  １）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者

又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立

ち会わせて行う。 
  ２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場する

ことはできない。 
  ３）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札事

務関係職員の求めに応じ競争参加資格を有する書類、身分証明書又は入

札権限に関する委任状を提示しなければならない。 

 
 



（３）再度入札 
  １）開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入

札がないときは、直ちに再度入札を行う。 
  ２）再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。こ

の場合、異議の申立てはできない。 

 
１２．契約書作成の要否 

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。なお、契約に要す

る費用は、すべて落札者の負担とする。 

 
１３．問い合わせ先 

〒１８４‐０００４ 
東京都小金井市本町６丁目９番３５号 
東京都農業共済組合 総務課庶務係（担当 板橋・小山） 
電話：０４２‐３８１‐７１１１ 


